
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２５年　４月１５日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

5   件

NO. 不適合件名 グレード 備考

1 2号機
平成２４年度１～４号機冷凍機のフロン回収・封入実績データ集約において、平成２４年度に実施された
建屋内環境改善用冷房装置点検修理工事の報告書を確認したところ、冷媒（フロンＲ－１３４a)保有量１
０００kgのうち、４２４．４kgが未回収であることが認められたため、対応検討。

ＧⅢ

2 3号機
床漏えい検出系盤補機トリップ多重化検出器において、警報装置窓のランプソケット破損（１個）が認め
られたため、当該ソケットを取替。

ＧⅢ

3 4号機
換気空調補機冷却系主冷凍機（Ａ）油回収器ラインフィルターにおいて、冷媒が漏えいしていることが認
められたため、当該油回収器ラインフィルターを隔離するとともに点検・修理。

ＧⅢ

4 4号機
計装用圧縮空気系圧縮機（Ａ）気水分離器ドレントラップバイパス配管において、配管の詰まりが認めら
れたため、当該配管を点検・修理。

ＧⅢ

5
1･2号廃棄物

処理設備
ドラム搬送設備ドラム移載装置において、ドラム缶搬送の下降操作時、ドラム缶掴み位置まで下降しな
いことが認められたため、当該装置を点検・修理。

ＧⅢ

平成２５年度　不適合管理委員会報告情報（平成２５年　４月１５日（月）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

区分　Ⅰ：

区分　Ⅱ：

区分　Ⅲ：

その他 ：


